
○茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則 
平成21年1月15日 
茨城県規則第2号 

茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則を次のように定める。 
茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則 
 

(趣旨) 
第1条 この規則は，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例(平成20年茨城県条例第36号。

以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

(貸与申請) 
第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は，修学資金貸与申

請書に次に掲げる書類を添えて所定の期日までに知事に申請しなければならない。 
(1) 高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部を卒業し，又は修了した

ことを証する書類 
(2) 大学の在学証明書 
(3) 住民票の写し 
(4) その他知事が必要と認める書類 
 
(貸与の適否の決定等) 

第3条 知事は，前条の規定による申請を受理したときは，その内容を審査し，修学資金

の貸与の適否を決定するものとする。 
2 知事は，前項の規定により修学資金の貸与の適否を決定したときは，遅滞なく，修学

資金貸与決定通知書又は修学資金貸与不承認決定通知書により，申請者に通知するもの

とする。 
 

(貸与契約) 
第4条 申請者は，前条第2項の規定による修学資金の貸与の決定の通知を受け取ったとき

は，遅滞なく，茨城県地域医療医師修学資金貸与契約書により貸与契約を締結するもの

とする。 
 

(連帯保証人) 
第5条 条例第7条の規定による連帯保証人は，独立の生計を営む者でなければならない。 
 ただし，知事が，その必要がないと認める場合は，この限りでない。 
2 申請者が未成年である場合は，連帯保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。 
3 修学生(貸与契約を締結した後，最初の修学資金の交付を受けていない者を含む。次条



及び第7条において同じ。)は，連帯保証人を変更し，又は連帯保証人の氏名若しくは住

所の変更があったときは，直ちに，連帯保証人変更届に連帯保証人の印鑑登録証明書を

添えて，知事に提出しなければならない。 
(令2規則10・一部改正) 

 
(貸与契約の解除) 

第6条 知事は，条例第8条の規定により修学資金の貸与契約を解除したときは，茨城県地

域医療医師修学資金貸与契約解除通知書により修学生及び連帯保証人に通知するものと

する。 
 

(貸与の停止等) 
第7条 知事は，条例第10条の規定により修学資金の貸与を停止し，又は一時保留したと

きは，修学資金貸与停止(一時保留)通知書により修学生及び連帯保証人に通知するもの

とする。 
2 知事は，条例第10条の規定により停止し，又は一時保留した修学資金の貸与を再開し

たときは，修学資金貸与再開通知書により修学生及び連帯保証人に通知するものとする。 
(平31規則14・一部改正) 
 

(医療機関等の指定又は変更) 
第7条の2 知事は，条例第11条第1項第5号の規定により医療機関を指定し，若しくは指定

に係る医療機関を変更しようとするときは，あらかじめ，当該修学生と面接を行うもの

とする。 
2 知事は，医療機関を指定し，若しくは指定に係る医療機関を変更することを決定した

ときは，書面により，その旨を当該修学生に通知するものとする。 
(平25規則43・追加，平27規則32・平30規則96・一部改正) 
 

(返還申告書) 
第8条 修学生は，条例第11条第1項各号に掲げる事由が生じたとき(条例第12条の規定に

よる返還の債務の履行の猶予を受けている場合は，当該猶予の期間が満了したとき。)
は，当該事由が生じた日から起算して10日以内に，修学資金返還申告書を知事に提出し

なければならない。この場合において，当該事由が修学生の死亡によるものであるとき

は，当該申告書の提出は，当該修学生の相続人(相続人がないときは，当該修学生の連帯

保証人。以下同じ。)が行うものとする。 
(平27規則32・一部改正) 
 

(指定期間の指定の申請等) 



第8条の2 条例第11条第2項の規定による申請は，指定期間指定申請書に同項各号のいず

れにも該当することを証する書類を添えて行わなければならない。 
2 条例第11条第3項の規定による申請は，指定期間変更申請書に知事が必要と認める書類

を添えて行わなければならない。 
3 知事は，前2項の申請があったときは，その内容を精査し，指定期間を指定し，又は変

更することを決定したときは指定期間指定(変更)通知書により，指定期間を指定せず，

又は変更しないことを決定したときは指定期間を指定(変更)できない旨の通知書により，

当該申請をした者に通知するものとする。 
(平27規則32・追加) 
 

(認定専門研修の申請等) 
第8条の3 修学生は，条例第12条第2号の規定による認定(変更に係る認定を除く。次項に

おいて同じ。)を受けようとするときは，当該認定に係る研修を受けようとする日の6月
前までに，専門研修認定申請書を知事に提出しなければならない。 

2 修学生は，認定を受けた研修を変更しようとするときは，認定専門研修変更申請書を

知事に提出しなければならない。 
3 知事は，前2項の申請があったときは，その内容を審査し，当該申請に係る研修が地域

医療の充実に必要と認めたときは専門研修(認定専門研修変更)認定通知書により，当該

申請に係る研修が地域医療の充実に必要と認められない場合には専門研修(認定専門研

修変更)不認定通知書により，当該申請をした者に通知するものとする。 
(平25規則43・追加，平27規則32・旧第8条の2繰下) 
 

(猶予の申請) 
第9条 修学生は，条例第12条の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けよ

うとするときは，修学資金返還猶予申請書に同条各号のいずれかに該当することを証す

る書類を添えて，知事に申請しなければならない。 
 

(猶予の承認通知等) 
第10条 知事は，前条の規定による申請を受理したときは，その内容を審査し，修学資金

の返還の債務の履行を猶予することが相当であると認めたときは修学資金返還猶予承認

通知書により，当該猶予することが不相当であると認めたときは修学資金返還猶予不承

認通知書により，当該申請をした者に通知するものとする。 
 

(当然免除事由発生届) 
第11条 修学生は，条例第13条第1項各号のいずれかに該当するときは，修学資金返還当

然免除事由発生届に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添え



て，知事に届け出なければならない。 
(1) 条例第13条第1項第1号又は第2号に該当するとき 業務従事証明書 
(2) 条例第13条第1項第3号に該当するとき(修学生が死亡した場合を除く。) 診断書及

び当該心身の故障が業務に起因するものであることを証する書類 
2 修学生が死亡した場合において，条例第13条第1項第3号に該当するときは，当該修学

生の相続人は，遅滞なく，修学資金返還当然免除事由発生届に死亡診断書及び当該死亡

が業務に起因するものであることを証する書類を添えて，知事に届け出なければならな

い。 
(平27規則32・一部改正) 
 

(当然免除の認定通知等) 
第12条 知事は，前条の規定による届出を受理したときは，その事実を確認し，修学資金

の返還の債務を免除することが相当であると認めたときは，修学資金返還免除認定(承
認)通知書により，当該免除することが不相当であると認めたときは修学資金返還免除不

認定(不承認)通知書により，当該届出をした者に通知するものとする。 
 

(裁量免除の申請) 
第13条 修学生は，条例第14条の規定により修学資金の返還の債務の免除を受けようとす

るときは，修学資金返還裁量免除申請書にその事由を証する書類を添えて，知事に申請

しなければならない。 
2 修学生が死亡した場合において，条例第14条に該当し，かつ，同条の規定による修学

資金の返還の債務の免除を受けようとするときは，当該修学生の相続人は，遅滞なく，

修学資金返還裁量免除申請書に死亡診断書を添えて，知事に申請しなければならない。 
3 前条の規定は，前2項の規定による申請があった場合について準用する。この場合にお

いて，同条中「前条の規定による届出」とあるのは「次条第1項及び第2項の規定による

申請」と，「その事実を確認し」とあるのは「その内容を審査し」と，「当該届出」とあ

るのは「当該申請」と読み替えるものとする。 
 

(期間の計算方法) 
第14条 条例第11条第1項第7号及び第8号カ並びに第13条第1項から第3項までに規定す

る期間の計算は，月数によるものとする。ただし，その数に1月未満の端数があるときは，

これを1月とする。 
(平25規則43・平27規則32・平30規則96・一部改正) 
 

(その他の届出) 
第15条 修学生は，次の各号のいずれかに該当するときは，速やかに，当該各号に掲げる



届出書を知事に提出しなければならない。 
(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届 
(2) 退学し，又は退学の処分を受けたとき 退学届 
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退するとき 辞退届 
(4) 休学し，若しくは停学の処分を受けたとき，又は留年したとき 休学(停学・留年)
届 

(5) 復学したとき 復学届 
(6) 卒業したとき 卒業届 
(7) 医師の免許を取得したとき 医師免許取得届 
(8) 臨床研修を開始したとき 臨床研修開始届 
(9) 医師の業務に従事したとき 業務従事開始届 
(10) 医師の業務に従事しなくなったとき 退職届 

2 修学生が死亡したときは，当該修学生の相続人は，遅滞なく，修学生死亡届に死亡診

断書を添えて，知事に届け出なければならない。 
3 医師の業務に従事する修学生は，毎年4月30日までに業務従事状況報告書に業務従事証

明書を添えて，知事に提出しなければならない。 
(平25規則43・一部改正) 
 

(申請書等の様式) 
第16条 次の表の左欄に掲げるこの規則の各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等

の様式は，当該右欄に掲げるとおりとする。 
該当条項 申請書等の種類 様式 

第2条 修学資金貸与申請書 様式第1号 
第3条第2項 修学資金貸与決定通知書 様式第2号 
第3条第2項 修学資金貸与不承認決定通知書 様式第3号 
第4条 茨城県地域医療医師修学資金貸与契

約書 
様式第4号 

第5条第3項 連帯保証人変更届 様式第5号 
第6条 茨城県地域医療医師修学資金貸与契

約解除通知書 
様式第6号 

第7条第1項 修学資金貸与停止(一時保留)通知書 様式第7号 
第7条第2項 修学資金貸与再開通知書 様式第7号の2 
第8条 修学資金返還申告書 様式第8号 
第8条の2第1項 指定期間指定申請書 様式第8号の2 
第8条の2第2項 指定期間変更申請書 様式第8号の3 
第8条の2第3項 指定期間指定(変更)通知書 様式第8号の4 



第8条の2第3項 指定期間を指定(変更)できない旨の

通知書 
様式第8号の5 

第8条の3第1項 専門研修認定申請書 様式第8号の6 
第8条の3第2項 認定専門研修変更認定申請書 様式第8号の7 
第8条の3第3項 専門研修(認定専門研修変更)認定通

知書 
様式第8号の8 

第8条の3第3項 専門研修(認定専門研修変更)不認定

通知書 
様式第8号の9 

第9条 修学資金返還猶予申請書 様式第9号 
第10条 修学資金返還猶予承認通知書 様式第10号 
第10条 修学資金返還猶予不承認通知書 様式第11号 
第11条第1項及び第2項 修学資金返還当然免除事由発生届 様式第12号 
第11条第1項第1号及び第15条第3項 業務従事証明書 様式第13号 
第12条及び第13条第3項 修学資金返還免除認定(承認)通知書 様式第14号 
第12条及び第13条第3項 修学資金返還免除不認定(不承認)通

知書 
様式第15号 

第13条第1項及び第2項 修学資金返還裁量免除申請書 様式第16号 
第15条第1項第1号 氏名(住所)変更届 様式第17号 
第15条第1項第2号 退学届 様式第18号 
第15条第1項第3号 辞退届 様式第19号 
第15条第1項第4号 休学(停学・留年)届 様式第20号 
第15条第1項第5号 復学届 様式第21号 
第15条第1項第6号 卒業届 様式第22号 
第15条第1項第7号 医師免許取得届 様式第23号 
第15条第1項第8号 臨床研修開始届 様式第24号 
第15条第1項第9号 業務従事開始届 様式第25号 
第15条第1項第10号 退職届 様式第27号 
第15条第2項 修学生死亡届 様式第28号 
第15条第3項 業務従事状況報告書 様式第29号 

(平25規則43・平27規則32・平30規則96・平31規則14・一部改正) 
 

付 則 
この規則は，平成21年4月1日から施行する。 
 

付 則(平成22年規則第19号) 
この規則は，平成22年4月1日から施行する。 



 
付 則(平成25年規則第43号) 

この規則は，平成25年4月1日から施行する。 
 

付 則(平成26年規則第48号) 
この規則は，公布の日から施行する。 
 

付 則(平成27年規則第32号) 
1 この規則は，平成27年4月1日から施行する。 
2 この規則による改正後の茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則(以下「改正後

の規則」という。)第7条の2から第8条の3まで，第11条，第14条及び第16条並びに様式

第4号(その1)，様式8号から様式第8号の9まで，様式第12号，様式第13号，様式第25号
及び様式第29号の規定は，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例

(平成26年茨城県条例第52号)による改正前の茨城県地域医療医師修学資金貸与条例の規

定に基づき茨城県地域医療医師修学資金を貸与する契約を締結した者についても適用す

る。この場合において，改正後の規則第16条中「様式第4号(その1)又は様式第4号(その

2)」とあるのは「様式第4号(その1)」と，様式第4号(その1)中「茨城県地域医療(条例第3
条第医師修学資金貸与契約書1号に該当する者用)」とあるのは「茨城県地域医療医師修

学資金貸与契約書」と，様式第8号中「条例第3条第1項に該当する修学生にあっては，

県内」とあるのは「県内」と読み替えるものとする。 
 

付 則(平成30年規則第9号) 
この規則は，平成30年4月1日から施行する。 
 

付 則(平成30年規則第96号) 
この規則は，公布の日から施行する。 
 

付 則(平成31年規則第14号) 
この規則は，平成31年4月1日から施行する。 

 
付 則(令和2年規則第10号) 

この規則は，公布の日から施行する。 
 
 
 
 



様式第1号(第2条関係) 
(平22規則19・平27規則32・平30規則96・一部改正) 

 
修学資金貸与申請書 

 
年  月  日  

  茨城県知事     殿 
 

申請者 氏名           印  
 
 茨城県地域医療医師修学資金の貸与を受けたいので，茨城県地域医療医師修学資金貸与

条例施行規則第2条の規定により，関係書類を添えて下記のとおり申請します。 
 

記 
 

申請者 フリガナ 

氏名 
  生年月日 年  月  日 

  
在籍大学の名称

並びに在籍学部

(学群 )及び学科

(学類 )の名称並

びに在籍学年 

  

現住所 〒 

電話   (  )          

帰省先の住所 〒 

電話   (  )          

連帯保証人 フリガナ 

氏名 
  生年月日 年  月  日 

  
現住所 〒 

電話   (  )     

申請者との関係   

連帯保証人 フリガナ 

氏名 
  生年月日 年  月  日 

  
現住所 〒 

電話   (  )     

申請者との関係   

 
 



貸与希望期間       年  月から  年  月まで 
振込口座       銀行    店  預金種目    口

座番号 
卒業後の就業希望地 保健医療圏       

 
 備考 1 「振込口座」欄に記載する口座の名義人は，申請者と同一であること。 
    2 自筆による署名をする場合は，押印を省略することができる。 
 
 
 
様式第2号(第3条第2項関係) 

 
修学資金貸与決定通知書 

 
年  月  日  

            殿 
 
  

茨城県知事        印  
 

   年  月  日付けで申請のあった茨城県地域医療医師修学資金の貸与については，

下記のとおり決定したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第3条第2項の

規定により通知します。 
 

記 
 
修学生番号   
貸与金額 月額                              

円 

貸与期間 年     月から        年     月

まで 

 
 
 
様式第3号(第3条第2項関係) 
 



修学資金貸与不承認決定通知書 
 

年  月  日  
 
            殿 
 
  

茨城県知事        印  
 
   年  月  日付けで申請のあった茨城県地域医療医師修学資金の貸与については，

下記の理由により貸与しないことに決定しましたので，茨城県地域医療医師修学資金貸与

条例施行規則第3条第2項の規定により通知します。 
 

記 
 
 不承認の理由 
 
 
 
様式第4号(第4条関係) 

(平30規則96・全改，平31規則14・一部改正) 
 

茨城県地域医療医師修学資金貸与契約書 
 
 茨城県(以下「甲」という。)と    (以下「乙」という。)と連帯保証人     (以
下「丙」という。)と連帯保証人     (以下「丁」という。)とは，茨城県地域医療医

師修学資金貸与条例(平成20年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)第6条及び第7条
の規定に基づき，茨城県地域医療医師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与につい

て，次のとおり契約を締結する。 
 (貸与) 
第1条 甲は，乙に対し，次のとおり修学資金を貸与するものとする。 
 (1) 貸与月額                円 
 (2) 貸与期間     年   月から   年   月まで 
 (3) 交付の時期 毎月 
2 修学資金には，貸与を受けた各月分の修学資金につき，当該貸与を受けた日の翌日か

ら当該貸与を受けた者が大学を卒業する日(第3条の規定によりこの契約が解除された場合



にあっては，当該解除の日)までの期間の日数に応じ，年10パーセントの割合で計算した利

息を付すものとする。 
3 修学資金の交付は，口座振替の方法により行うものとする。 
 (貸与の停止等) 
第2条 甲は，乙が休学し，又は停学の処分を受けたときは，その日の属する月の翌月か

ら復学した日の属する月までの間，修学資金の貸与を停止するものとする。この場合にお

いて，これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは，これを復学した日の

属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。 
2 甲は，乙が留年(一の学年の課程を再度履修することをいう。)した場合において，乙が

当該留年の期間に係る修学資金の貸与の停止を希望するときは，当該期間，修学資金の貸

与を停止することができる。 
3 甲は，乙が正当な理由がなく条例第9条の規定による在学証明書，学業成績表又は健康

診断書の提出の求めに応じなかったときは，修学資金の貸与を一時保留することができる。 
 (契約の解除) 
第3条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，この契約を解除するものとす

る。 
 (1) 退学し，又は退学の処分を受けたとき。 
 (2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 
 (3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 
 (4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 
 (5) 死亡したとき。 
 (6) 前各号に掲げるもののほか，修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなった

と認められるとき。 
2 甲は，乙が不正に修学資金の貸与を受けたときは，この契約を解除することができる。 
 (返還) 
第4条 乙は，次の各号のいずれかに該当する場合は，当該各号に掲げる事由が生じた日

から起算して1月以内に，修学資金に第1条第2項の規定により計算した利息を付してこれ

を返還しなければならない。 
 (1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。 
 (2) 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年6月以内に医師の免許を取得

しなかったとき。 
 (3) 医師の免許を取得した後，直ちに県内の医療機関において臨床研修(医師法(昭和23
年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。)を受けなかった

とき(次項の規定により甲が指定した場合を除く。)。 
 (4) 県内の医療機関において臨床研修を修了しなかったとき(次項の規定により甲が指

定した場合を除く。)。 



 (5) 県内の医療機関において臨床研修を修了した後，引き続き医師不足地域内における

医療機関及び地域において中核的な役割を担う医療機関としてあらかじめ知事が定める医

療機関であって，臨床研修の修了及び第6条の規定による修学資金の返還の債務の履行の

猶予を受けている期間の終了(同条第1号に該当する場合を除く。)に当たり甲が地域におけ

る医師の養成及び確保の状況等に応じ指定するもの(当該指定後に甲が地域における医師

の養成及び確保の状況等に応じ指定に係る医療機関を変更する必要があると認めた場合に

あっては，当該変更後の医療機関として甲が指定するもの)(以下「指定従事医療機関」と

いう。)において医師の業務に従事しなかったとき(次項の規定により甲が指定した場合を

除く。)。 
 (6) 指定従事医療機関において医師の業務に従事しなくなったとき(次項の規定により

甲が指定した場合及び第7条第1項第1号に該当する場合を除く。)。 
 (7) 県内の医療機関において臨床研修を修了した後，引き続き指定従事医療機関におい

て医師の業務に従事し，かつ，当該臨床研修の修了に要した期間(当該期間が2年を超える

場合にあっては，2年。次号カ及び第7条第1項第1号において同じ。)と当該業務に従事し

た期間とを合算した期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達し

た場合であって，当該合算した期間の2分の1に相当する期間を医師不足地域における医療

機関において従事しなかったとき(次項の規定により甲が指定した場合を除く。)。 
 (8) 次項の規定により甲が指定した場合にあっては，次のいずれかに該当するとき。 
  ア 医師の免許を取得した後直ちに県内の医療機関又は配偶者(カに規定する義務期

間が終了するまでの間に婚姻が解消され，又は取り消された場合にあっては，配偶者であっ

た者)が他県修学資金(本県及び県内の市町村以外の地方公共団体の長が大学の医学を履修

する課程に在学する者に対して貸与する修学のための資金であって，医師の免許を取得し

た後当該地方公共団体の区域内に所在する医療機関(以下「他県医療機関」という。)で当

該地方公共団体の長が指定するもの又は当該地方公共団体の長が指定する地域内のもの

(以下「他県指定医療機関」という。)において一定期間医師の業務に従事することにより

その返還が免除される特約が付されたもの(知事が指定するものに限る。)をいう。以下同

じ。)の貸与を受けた場合にあっては，他県医療機関において臨床研修を受けなかったとき。 
  イ 県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を修了しなかったとき。 
  ウ 県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を修了した後，引き続き指定

従事医療機関又は他県指定医療機関において医師の業務に従事しなかったとき。 
  エ 指定従事医療機関において医師の業務に従事した後引き続き他県指定医療機関に

おいて医師の業務に従事する場合にあっては，指定従事医療機関において次項の規定によ

り甲が指定した期間(第3項の規定により期間を変更した場合にあっては，当該変更後の期

間)(以下「指定期間」という。)医師の業務に従事した後引き続き他県指定医療機関におい

て指定期間医師の業務に従事しなくなったとき，又は指定従事医療機関において指定期間

医師の業務に従事せず，かつ，他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事しな



くなったとき(第7条第1項第2号に該当する場合を除く。)。 
  オ 他県指定医療機関において医師の業務に従事した後引き続き指定従事医療機関に

おいて医師の業務に従事する場合にあっては，他県指定医療機関において指定期間医師の

業務に従事した後引き続き指定従事医療機関において指定期間医師の業務に従事しなく

なったとき，又は他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事せず，かつ，指定

従事医療機関において指定期間医師の業務に従事しなくなったとき(第7条第1項第2号に該

当する場合を除く。)。 
  カ 県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を修了した後，引き続き指定

従事医療機関及び他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事し，かつ，当該臨

床研修の修了に要した期間と当該業務に従事した期間とを合算した期間(第7条第1項第2号
及び第3号，第2項並びに第3項において「義務期間」という。)が修学資金の貸与を受けた

期間の2分の3に相当する期間に達した場合であって，当該合算した期間のうち，県内の医

療機関において臨床研修を受けた期間と指定従事医療機関において医師の業務に従事した

期間とを合算した期間の2分の1に相当する期間以上の期間を医師不足地域における医療

機関において従事しなかったとき(同条第1項第2号に該当する場合を除く。)。 
 (9) 医師の免許を取得した後，死亡又は心身の故障により，臨床研修を受けること又は

医師の業務に従事すること(以下「医師業務の従事等」という。)ができなくなったとき(第
7条第1項第3号及び第8条に該当する場合を除く。)。 
2 甲は，乙から他県医療機関で臨床研修を受け，又は医師の業務に従事する前に申請が

あった場合において，次の各号のいずれにも該当するときは，乙が臨床研修の修了に要す

る期間(当該期間が2年を超える場合にあっては，2年)並びに指定従事医療機関及び他県指

定医療機関においてそれぞれ医師の業務に従事する期間を合算した期間と乙が修学資金の

貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間とが等しくなるよう，乙が当該業務に従事すべ

き期間を指定するものとする。 
 (1) 乙が，他県修学資金の貸与を受けている者と婚姻したとき。 
 (2) 乙及びその配偶者が，指定従事医療機関及び他県指定医療機関において医師の業務

に従事する意思を有すると認められるとき。 
 (3) 前2号に掲げるもののほか，医師不足地域内の医療の充実に必要な医師の育成及び

確保のため必要な基準として知事が別に定める基準に適合するとき。 
3 甲は，前項の規定により期間を指定した場合であって，乙と他県修学資金の貸与を受

けている者との婚姻が解消され，又は取り消されたときその他特に必要があると認めると

きは，乙の申請により，同項の規定により指定した期間を変更することができる。 
4 第1項の場合において，乙は，当該事由が生じた日から起算して10日以内に茨城県地域

医療医師修学資金貸与条例施行規則(平成21年茨城県規則第2号。以下「規則」という。)
第8条に規定する修学資金返還申告書を甲に提出し，甲の指示するところにより修学資金

の返還の債務を履行するものとする。 



 (延滞利息) 
第5条 乙は，正当な理由がなく，修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかった

ときは，当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ，返還すべき修学

資金の額と第1条第2項の規定により計算した利息の額との合算額につき年14.5パーセン

トの割合(条例付則第2項の規定が適用される場合にあっては，同項に規定する割合)で計算

した延滞利息を支払わなければならない。 
 (返還債務の履行猶予) 
第6条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，当該各号に掲げる事由が継続

する間(第2号及び第4号にあっては，甲が必要と認めた期間に限る。)，修学資金の返還の

債務の履行を猶予することができる。 
 (1) 第3条の規定によりこの契約が解除された後，引き続き大学の医学を履修する課程

に在学しているとき。 
 (2) 臨床研修を修了した医師が専門的な知識及び技術を習得するために受ける研修の

うち県外の医療機関を実施場所とするものであって，地域医療の充実に必要なものとして

知事が認定したもの(当該認定後に知事が地域医療の充実に必要なものとして認定に係る

研修を変更する必要があると認めた場合にあっては，当該変更後の研修として知事が認め

たもの)(次条第2項において「認定専門研修」という。)を受けているとき。 
 (3) 大学院の医学を履修する課程に在学しているとき。 
 (4) 前3号に掲げるもののほか，医師不足地域内の医療の充実に必要な医師の育成及び

確保のため特に必要であると認められる事由があるとき。 
 (5) 災害，疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると

認められるとき。 
 (返還債務の当然免除) 
第7条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，修学資金の返還の債務を免除

するものとする。 
 (1) 医師の免許を取得した後直ちに県内の医療機関において臨床研修を受け，当該臨床

研修の修了後引き続き指定従事医療機関において医師の業務に従事し，かつ，当該臨床研

修の修了に要した期間と当該業務に従事した期間とを合算した期間が修学資金の貸与を受

けた期間の2分の3に相当する期間に達した場合であって，当該合算した期間の2分の1に相

当する期間以上の期間を医師不足地域における医療機関において従事したとき(第4条第2
項の規定により甲が指定した場合を除く。)。 
 (2) 第4条第2項の規定により甲が指定した場合にあっては，乙が医師の免許を取得した

後直ちに県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を受け，当該臨床研修の修了

後引き続き指定期間，指定従事医療機関及び他県指定医療機関において医師の業務に従事

し，かつ，義務期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達したとき

であって，当該義務期間のうち，県内の医療機関において臨床研修を受けた期間と指定従



事医療機関において医師の業務に従事した期間とを合算した期間の2分の1に相当する期

間以上の期間を医師不足地域における医療機関において従事したとき。 
 (3) 第1号の規定による合算した期間中又は義務期間中に，業務上の事由による死亡又

は業務に起因する心身の故障により医師業務の従事等ができなくなったとき。 
2 認定専門研修を受けたことにより指定従事医療機関又は他県指定医療機関において医

師の業務に従事できなかった場合における前項第1号及び第2号の規定の適用については，

乙は，前条の規定により甲が必要と認めた期間に限り，引き続き指定従事医療機関又は他

県指定医療機関において医師の業務に従事していたものとみなす。この場合において，当

該指定従事医療機関又は当該他県指定医療機関において医師の業務に従事していたものと

みなされた期間は，これを同項第1号の規定による合算した期間又は義務期間に算入しな

い。 
3 次の各号のいずれかに掲げる事由により医師業務の従事等ができなかった場合におけ

る第1項第1号及び第2号の規定の適用については，乙は，引き続き医師業務の従事等をし

ていたものとみなす。この場合において，当該医師業務の従事等をしていたものとみなさ

れた期間は，これを同項第1号の規定による合算した期間又は義務期間に算入しない。 
 (1) 大学院の医学を履修する課程に在学しているとき。 
 (2) 災害，疾病その他やむを得ない事由により医師業務の従事等ができないとき。 
 (返還債務の裁量免除) 
第8条 甲は，乙が災害，死亡，疾病その他やむを得ない事由により医師業務の従事等が

できなくなったときその他特に必要があると認めるときは，修学資金の返還の債務の全部

又は一部を免除することができる。 
 (連帯保証) 
第9条 丙及び丁は，この契約による乙の甲に対する債務について乙と連帯して履行の責

めに任ずる。 
2 乙は，連帯保証人を変更し，又は連帯保証人の氏名若しくは住所に変更があったとき

は，直ちに，規則第5条第3項に規定する連帯保証人変更届を甲に提出しなければならない。 
 (契約の履行) 
第10条 前各条に定めるもののほか，乙は，条例及び規則の定めるところにより，その義

務を誠実に履行するものとする。 
 (疑義等の決定) 
第11条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは，甲乙協議して定

めるものとする。 
 この契約を証するため，本書4通を作成し，甲，乙，丙及び丁が記名押印の上，甲乙丙

丁各1通を保有する。 
 
  年  月  日 
 



甲       茨城県水戸市笠原町978番6      
茨城県知事          印  

乙       住所               

(電話        )   
氏名             印  

丙(連帯保証人) 住所               

(電話        )   
氏名             印  

丁(連帯保証人) 住所               

(電話        )   
氏名             印  

 
備考 連帯保証人の印鑑登録証明書を提出すること。 
 
 
 
様式第5号(第5条第3項関係) 
 

連帯保証人変更届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所             

氏名             

 
 下記のとおり連帯保証人を変更したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規

則第5条第3項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   

新 フリガナ 

住所 
  
〒 

電話  (  )         



フリガナ 

氏名 
  

印     

生年月日 年     月     日        

修学生との関係   
旧 フリガナ 

住所 
  
〒 

電話  (  )         

フリガナ 

氏名 
  

印     

生年月日 年     月     日        

修学生との関係  

変更年月日 年     月     日        

変更理由   
 
 
 
様式第6号(第6条関係) 
 

茨城県地域医療医師修学資金貸与契約解除通知書 
 

年  月  日  
 
  修学生         殿 
  (連帯保証人) 

茨城県知事        印  
 
 下記のとおり茨城県地域医療医師修学資金の貸与契約を解除したので，茨城県地域医療

医師修学資金貸与条例施行規則第6条の規定により通知します。 
 

記 
 
修学生番号   
修学生氏名   
契約解除年月日 年    月    日       

契約解除する修学資金 年   月分以降の修学資金      

契約解除の理由   



様式第7号(第7条第1項関係) 
(平31規則14・一部改正) 

 
修学資金貸与停止(一時保留)通知書 

 
年  月  日  

 
  修学生         殿 
  (連帯保証人) 
 

茨城県知事        印  
 
 下記のとおり茨城県地域医療医師修学資金の貸与を停止(一時保留)したので，茨城県地

域医療医師修学資金貸与条例施行規則第7条第1項の規定により通知します。 
 

記 
 
修学生番号   
修学生氏名   
貸与停止(一時保留)年月日 年    月    日        

貸与停止(一時保留)する修学資金 年   月分以降の修学資金       

貸与停止(一時保留)の理由   
 
 
 
様式第7号の2(第7条第2項関係) 

(平31規則14・追加) 
 

修学資金貸与再開通知書 
 

年  月  日  
 
 修学生          殿 
 (連帯保証人) 
 

茨城県知事          印  



 
 下記のとおり茨城県地域医療医師修学資金の貸与を再開したので，茨城県地域医療医師

修学資金貸与条例施行規則第7条第2項の規定により通知します。 
 

記 
 
修学生番号   
修学生氏名   
貸与再開年月日 年    月    日 
貸与再開する修学資金 年   月分以降の修学資金 
貸与再開の理由   

 
 
 
様式第8号(第8条関係) 

(平27規則32・平30規則96・一部改正) 
 

修学資金返還申告書 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所               

  修学生の相続人 (電話            ) 
 

氏名             印  
 
 上記修学生が貸与を受けた茨城県地域医療医師修学資金は，下記のとおり利息を付して

返還いたします。 
 

記 
 
修学生番号   
貸与期間 年   月から   年   月まで 

(   年   月から   年   月までを除く   



年   月) 
貸与を受けた総額(A) 円       

利息額(B) 円       

返還免除額(C) 円       

返還金額(A＋B－C) 円       

返還事由発生日 年    月    日            

返還事由 

 1 貸与契約が解除されたこと。 

 2 大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して1年6月以内に医師の免許を取得しなかったこと。 

 3 茨城県地域医療医師修学資金貸与条例(以下「条例」という。)第11条第2項の規定により知事が指定した場合

以外の場合であって，次のいずれかに該当すること。 

  (1) 医師の免許を取得した後，直ちに県内の医療機関において臨床研修を受けなかったこと。 

  (2) 県内の医療機関において臨床研修を修了しなかったこと。 

  (3) 県内の医療機関において臨床研修を修了した後，引き続き指定従事医療機関において医師の業務に従事し

なかったこと。 

  (4) 指定従事医療機関において医師の業務に従事しなくなったこと。 

  (5) 県内の医療機関において臨床研修を修了した後，引き続き指定従事医療機関において医師の業務に従事

し，かつ，当該臨床研修の修了に要した期間(当該期間が2年を超える場合にあっては，2年。4(6)において同じ。)

と当該業務に従事した期間とを合算した期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達した場

合であって，当該合算した期間の2分の1に相当する期間を医師不足地域における医療機関において従事しなかった

こと。 

 4 条例第11条第2項の規定により知事が指定した場合であって，次のいずれかに該当すること。 

  (1) 医師の免許を取得した後直ちに県内の医療機関又は配偶者が他県修学資金の貸与を受けた場合にあって

は，他県医療機関において臨床研修を受けなかったこと。 

  (2) 県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を修了しなかったこと。 

  (3) 県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を修了した後，引き続き指定従事医療機関又は他県指

定医療機関において医師の業務に従事しなかったこと。 

  (4) 指定従事医療機関において医師の業務に従事した後引き続き他県指定医療機関において医師の業務に従

事する場合にあっては，指定従事医療機関において指定期間医師の業務に従事しなくなったこと，又は指定従事医

療機関において指定期間医師の業務に従事せず，かつ，他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事しな

くなったこと。 

  (5) 他県指定医療機関において医師の業務に従事した後引き続き指定従事医療機関において医師の業務に従

事する場合にあっては，他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事した後引き続き指定従事医療機関に

おいて指定期間医師の業務に従事しなくなったこと，又は他県指定医療機関において指定期間医師の業務に従事せ

ず，かつ，指定従事医療機関において指定期間医師の業務に従事しなくなったこと。 

  (6) 県内の医療機関又は他県医療機関において臨床研修を修了した後，引き続き指定従事医療機関及び他県指



定医療機関において指定期間医師の業務に従事し，かつ，当該臨床研修の修了に要した期間と当該業務に従事した

期間とを合算した期間が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達した場合であって，当該合算し

た期間のうち，県内の医療機関において臨床研修を受けた期間と指定従事医療機関において医師の業務に従事した

期間とを合算した期間の2分の1に相当する期間以上の期間を医師不足地域における医療機関において従事しな

かったこと。 

 5 医師の免許を取得した後，死亡又は心身の故障により，臨床研修を受けること又は医師の業務に従事すること

ができなくなったこと。 

 
備考 1 「返還事由」欄は，該当する数字を○で囲むこと。 
   2 自筆による署名をする場合は，押印を省略することができる。 
 
 
 
様式第8号の2(第8条の2第1項関係) 

(平27規則32・追加) 
指定期間指定申請書 

 
年  月  日  

 
 茨城県知事    殿 
 

修学生 住所            

氏名          印  
 
 指定期間の指定を受けたいので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第8条
の2第1項の規定により，関係書類を添えて下記のとおり申請します。 
 

記 
 
修学生番号   
配偶者の氏名   
配偶者の住所   
配偶者が修学のための資金の貸与を受けた地方公共団

体 
  

指定従事医療機関において医師の業務に従事する期間 年 月 日から 年 月 日までの  間 
他県指定医療機関において医師の業務に従事する期間 年 月 日から 年 月 日までの  間 



様式第8号の3(第8条の2第2項関係) 
(平27規則32・追加) 

 
指定期間変更申請書 

 
年  月  日  

 
 茨城県知事    殿 
 

修学生 住所            

氏名          印  
 
 下記の理由により指定期間の変更を受けたいので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条

例施行規則第8条の2第2項の規定により，関係書類を添えて下記のとおり申請します。 
 

記 
 
指定従事医療機関において医師の業務に従事する期間

(変更後) 
年 月 日から 年 月 日までの  間 

他県指定医療機関において医師の業務に従事する期間

(変更後) 
年 月 日から 年 月 日までの  間 

変更の理由   
 
 
 
様式第8号の4(第8条の2第3項関係) 

(平27規則32・追加) 
 

指定期間指定(変更)通知書 
 

年  月  日  
 
 修学生    殿 
 

茨城県知事    印  
 



  年 月 日付けで申請のあった指定期間の指定(変更)については，下記のとおり指定

(変更)したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第8条の2第3項の規定によ

り通知します。 
 

記 
 
修学生番号   
指定従事医療機関において医師の業務に従事すべき期

間 
年 月 日から 年 月 日までの  間 

他県指定医療機関において医師の業務に従事すべき期

間 
年 月 日から 年 月 日までの  間 

 
 
 
様式第8号の5(第8条の2第3項関係) 

(平27規則32・追加) 
 

指定期間を指定(変更)できない旨の通知書 
 

年  月  日  
 
 修学生    殿 
 

茨城県知事    印  
 
  年 月 日付けで申請のあった指定期間の指定(変更)については，下記の理由により

指定(変更)できませんので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第8条の2第3
項の規定により通知します。 
 

記 
 
 理由 
 
 
 
 



様式第8号の6(第8条の3第1項関係) 
(平25規則43・追加，平27規則32・旧様式第8号の2繰下・一部改正) 

 
専門研修認定申請書 

 
年  月  日  

 茨城県知事    殿 
 

修学生 住所            

氏名          印  
 
 下記の研修について認定を受けたいので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規

則第8条の3第1項の規定により，申請します。 
 

記 
 
修学生番号   
研修を希望する医療機関 所在地 〒 

電話  (  )        

名称   
研修を希望する期間      年  月  日から  

年  月  日までの  間 
研修内容   

 
 
 
様式第8号の7(第8条の3第2項関係) 

(平25規則43・追加，平27規則32・旧様式第8号の3繰下・一部改正) 
 

認定専門研修変更認定申請書 
 

年  月  日  
 
 茨城県知事    殿 
 

修学生 住所            



氏名          印  
 
 認定を受けた研修を下記のとおり変更したいので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条

例施行規則第8条の3第2項の規定により，申請します。 
 

記 
 
修学生番号   
変更内容 変更前   

変更後   
変更の理由   

 
 
 
様式第8号の8(第8条の3第3項関係) 

(平25規則43・追加，平27規則32・旧様式第8号の4繰下・一部改正) 
 

専門研修(認定専門研修変更)認定通知書 
 

年  月  日  
 修学生    殿 
 

茨城県知事          印  
 
   年  月  日付けで申請のあった研修(認定専門研修の変更)については，下記の

とおり認定(変更認定)したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第8条の3
第3項の規定により通知します。 
 

記 
修学生番号   
認定専門研修を受ける医療機関 所在地 〒 

電話  (  )        

名称   
認定専門研修の期間      年  月  日から  

年  月  日までの  間 
研修内容   



様式第8号の9(第8条の3第3項関係) 
(平25規則43・追加，平27規則32・旧様式第8号の5繰下・一部改正) 

 
専門研修(認定専門研修変更)不認定通知書 

 
年  月  日  

 
  
 修学生    殿 
 
  

茨城県知事          印  
 
  
   年  月  日付けで申請のあった研修(認定専門研修の変更)については，下記の

理由により不認定と決定したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第8条
の3第3項の規定により通知します。 
 

記 
 
 不認定の理由 
 
 
 
様式第9号(第9条関係) 
 

修学資金返還猶予申請書 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所               

氏名             印  
 
 茨城県地域医療医師修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けたいので，茨城県地域医



療医師修学資金貸与条例施行規則第9条の規定により，関係書類を添えて下記のとおり申

請します。 
 

記 
 
修学生番号   
貸与期間 年   月から   年   月まで 

(   年   月から   年   月までを除く    

月) 
返還すべき金額 円      

返還猶予申請額 円      

返還猶予期間 年   月   日から   年   月   日ま

で    

返還猶予事由 

 
備考 自筆による署名をする場合は，押印を省略することができる。 
 
 
 
様式第10号(第10条関係) 
 

修学資金返還猶予承認通知書 
 

年  月  日  
 
  修学生       殿 
 

茨城県知事        印  
 
   年  月  日付けで申請のあった茨城県地域医療医師修学資金の返還の債務の履

行の猶予については，下記のとおり承認したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例

施行規則第10条の規定により通知します。 
 

記 
 
 



修学生番号   
返還すべき金額   金               円 
返還猶予額   金               円 
返還猶予期間     年   月   日から   年   月   

日まで 
返還猶予事由   条例第12条第    号該当 

 
 
 
様式第11号(第10条関係) 
 

修学資金返還猶予不承認通知書 
 

年  月  日  
 
  修学生       殿 
 

茨城県知事        印  
 
   年  月  日付けで申請のあった茨城県地域医療医師修学資金の返還の債務の履

行の猶予については，下記の理由により不承認と決定したので，茨城県地域医療医師修学

資金貸与条例施行規則第10条の規定により通知します。 
 

記 
 
 不承認の理由 
 
 
 
様式第12号(第11条第1項，第2項関係) 

(平27規則32・平30規則96・一部改正) 
 

修学資金返還当然免除事由発生届 
 

年  月  日  
 



  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所               

  修学生の相続人 (電話            ) 
 

氏名             印  
 
 茨城県地域医療医師修学資金の返還の債務の履行について，当然免除事由が発生したの

で，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第11条第1項(第2項)の規定により，関

係書類を添えて下記のとおり届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
貸与期間 年   月から   年   月まで       

返還すべき金額 円       

返還免除事由 

 

 1 茨城県地域医療医師修学資金貸与条例(以下「条例」という。)第11条第2項の規定により知事が指定した場合

以外の場合であって，医師の免許を取得した後直ちに県内の医療機関において臨床研修を受け，当該臨床研修の修

了後引き続き指定従事医療機関において医師の業務に従事し，かつ，当該臨床研修の修了に要した期間(当該期間が

2年を超える場合にあっては，2年)と当該業務に従事した期間とを合算した期間が修学資金の貸与を受けた期間の2

分の3に相当する期間に達し，当該合算した期間の2分の1に相当する期間以上の期間を医師不足地域における医療

機関において従事したため。 

 

 2 条例第11条第2項の規定により知事が指定した場合であって，修学生が医師の免許を取得した後直ちに県内の

医療機関又は他県医療機関において臨床研修を受け，当該臨床研修の修了後引き続き指定期間，指定従事医療機関

及び他県指定医療機関において医師の業務に従事し，かつ，当該臨床研修の修了に要した期間と当該業務に従事し

た期間とを合算した期間(以下「義務期間」という。)が修学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間に達

したときであって，当該義務期間のうち，県内の医療機関において臨床研修を受けた期間と指定従事医療機関にお

いて医師の業務に従事した期間とを合算した期間の2分の1に相当する期間以上の期間を医師不足地域における医

療機関において従事したため。 

 

 3 1による合算した期間中又は義務期間中に，業務上の事由による死亡又は業務に起因する心身の故障により医

師業務の従事等ができなくなったため。 

 



備考 「返還免除事由」欄は，該当する数字を○で囲むこと。 
 
 
 
様式第13号(第11条第1項第1号，第15条第3項関係) 

(平27規則32・一部改正) 
 

業務従事証明書 
 
業務従事者 住所   

氏名   
業務従事医療機関 所在地 〒 

電話   (  )    

名称   
業務従事期間      年  月  日から  

年  月  日までに業務に従事 

 

    中断期間  年  月  

日から  年  月  日まで 

 

    中 断 理 由

(              ) 

 
 
 上記のとおり業務に従事している(していた)ことを証明します。 
 
     年  月  日 
 

医療機関の長         印   
 
 
 
様式第14号(第12条，第13条第3項関係) 
 

修学資金返還免除認定(承認)通知書 
 



年  月  日  
 
 修学生       殿 
 (修学生の相続人) 
 

茨城県知事        印  
 
   年  月  日付けで届出(申請)のあった茨城県地域医療医師修学資金の返還の債

務の免除については，下記のとおり認定(承認)したので，茨城県地域医療医師修学資金貸

与条例施行規則第12条(第13条第3項において準用する第12条)の規定により通知します。 
 

記 
 
修学生番号   
修学生氏名   
返還すべき金額(A) 円        

返還免除額(B) 円        

返還金額(A－B) 円        

 
 
 
様式第15号(第12条，第13条第3項関係) 
 

修学資金返還免除不認定(不承認)通知書 
 

年  月  日  
 
 修学生       殿 
 (修学生の相続人) 
 

茨城県知事        印  
 
   年  月  日付けで届出(申請)のあった茨城県地域医療医師修学資金の返還の債

務の免除については，下記の理由により不認定(不承認)と決定したので，茨城県地域医療

医師修学資金貸与条例施行規則第12条(第13条第3項において準用する第12条)の規定によ

り通知します。 



 
記 

 
 不認定(不承認)の理由 
 
 
 
様式第16号(第13条第1項，第2項関係) 
 

修学資金返還裁量免除申請書 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事      殿 
 

修学生  住所              

  修学生の相続人  氏名            印 
 
 
 茨城県地域医療医師修学資金の返還の債務の免除を受けたいので，茨城県地域医療医師

修学資金貸与条例施行規則第13条第1項(第2項)の規定により，関係書類を添えて下記のと

おり申請します。 
 

記 
 
修学生番号   
貸与期間 年   月から   年   月まで 

(   年   月から   年   月までを除く   

年   月) 
返還すべき金額 円          

返還免除申請額 円          

返還免除事由 

 
備考 自筆による署名をする場合は，押印を省略することができる。 
 
 



様式第17号(第15条第1項第1号関係) 
 

氏名(住所)変更届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所             

氏名             

 
 下記のとおり氏名(住所)を変更したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規

則第15条第1項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   

新 フリガナ 

住所 
  
〒 

電話   (  )          

フリガナ 

氏名 
  
  

旧 フリガナ 

住所 
  
〒 

電話   (  )          

フリガナ 

氏名 
  
  

変更年月日 年    月    日         

変更の理由   
 
 
 
様式第18号(第15条第1項第2号関係) 
 

退学届 
 



年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所               

氏名               

 
 下記のとおり退学したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第15条第1
項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
退学年月日 年     月     日 
 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

      年  月  日 

 

  

  

大学の長          印 

 
 
 
様式第19号(第15条第1項第3号関係) 
 

辞退届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所              

氏名              

 
 下記のとおり，茨城県地域医療医師修学資金の貸与を受けることを辞退したいので，茨



城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第15条第1項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
辞退年月日 年     月     日 
辞退する理由 

 
 
 
様式第20号(第15条第1項第4号関係) 

(平30規則9・一部改正) 
 

休学(停学・留年)届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所               

氏名               

 
 下記のとおり 休学したので， 

停学の処分を受けたので， 

留年したので， 

茨城県地域医療医師修学資金貸与条

例施行規則第15 

 
条第1項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
休学(停学)期間      年  月  日から  年  月  日ま

で 
留年期間      年  月  日から1年間 
 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 



      年  月  日 

 

  

  

大学の長          印 

 
 
 留年期間中に地域医療医師修学資金の貸与を希望せ

ず，進級後に地域医療医師修学資金の貸与を受けようと

する場合は，右欄に○を記入し，以下にその理由を記入

すること。 

  

 
 

(理由) 

 
 
 
様式第21号(第15条第1項第5号関係) 
 

復学届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所           

氏名               

 
 下記のとおり復学したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第第15条第

1項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
復学年月日 年    月    日 
休学(停学)期間      年   月   日から   年   月   



日まで 
 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

      年  月  日 

 

  

  

大学の長          印 

 
 
 
様式第22号(第15条第1項第6号関係) 
 

卒業届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所               

氏名               

 
 下記のとおり卒業したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第15条第1
項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
卒業年月日         年     月     日 

 
備考 卒業証明書を添付すること。 
 
 
 
様式第23号(第15条第1項第7号関係) 
 



医師免許取得届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所               

氏名               

 
 下記のとおり医師の免許を取得したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規

則第15条第1項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
医籍登録番号 第                         

号 
登録年月日         年     月     日 

 
備考 医師免許証の写しを添付すること。 
 
 
 
様式第24号(第15条第1項第8号関係) 

(平30規則96・一部改正) 
 

臨床研修開始届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所               

氏名               

 
 下記のとおり臨床研修を開始したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則



第15条第1項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
臨床研修施設 所在地 〒 

 

電話    (  )    

名称   
臨床研修開始年月日         年    月    日 
 

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

  

     年  月  日 

 

  

  

医療機関の長          印 

 
 
 
様式第25号(第15条第1項第9号関係) 

(平27規則32・平30規則96・一部改正) 
 

業務従事開始届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所              

氏名              

 
 下記のとおり医師の業務に従事したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規

則第15条第1項の規定により届け出ます。 



 
記 

 
修学生番号   
業務従事医療機関 所在地 〒 

 

電話    (  )    

名称   
業務従事開始年月日         年    月    日 
 

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

  

     年  月  日 

 

  

  

医療機関の長          印 

 
備考 臨床研修修了証(医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14
年厚生労働省令第158号)第17条第2項に規定する臨床研修修了証をいう。)の写しを添付す

ること。 
 
 
 
様式第26号 削除 

(平25規則43) 
 
 
 
様式第27号(第15条第1項第10号関係) 

(平25規則43・一部改正) 
 

退職届 
 

年  月  日  



 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所             

氏名               

 
 下記のとおり退職したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第15条第1
項の規定により届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
退職年月日         年     月     日 

 
 
 
様式第28号(第15条第2項関係) 
 

修学生死亡届 
 

年  月  日  
 
  茨城県知事     殿 
 

修学生の相続人 住所           

(電話          )  
氏名           

 
 修学生が死亡したので，茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第15条第2項の

規定により，関係書類を添えて下記のとおり届け出ます。 
 

記 
 
修学生番号   
修学生の氏名   
死亡年月日   



様式第29号(第15条第3項関係) 
(平27規則32・平30規則96・一部改正) 

 
業務従事状況報告書 

 
年  月  日  

 
  茨城県知事     殿 
 

修学生 住所               

氏名               

 
 茨城県地域医療医師修学資金貸与条例施行規則第15条第3項の規定により，下記のとお

り  年3月31日現在の医師の業務の従事状況を報告します。 
 

記 
 
修学生番号   
業務従事医療機関 所在地 〒 

 

電話    (  )    

名称   
 
 
 


